
原子力安全・保安院

 点検時の機器の状態等を踏まえた事業者による
現状保全の妥当性評価結果と、それを踏まえた新
たな保全計画を国に届出させ、事業者の保全活動
が継続的に改善されていることを国が確認する仕
組み。
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保全計画制度について

【地域の会における質問】

「事業所から保全計画が提出されるという事で
したが、全般的に国から保全項目が提供される

ことはないのですか？」
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保安規定等に基づく事業者の保安活動国が行う検査等

定期検査

新たな検査制度の仕組み

設備の保全方法の充実保安規定の審査・認可 認可申請

定期検査ごとに保全計画を作成届出保全計画の審査

（保守管理規程の適用）

定期検査： 特に安全上の重要度が高い設備の技術基準適合性を確認するための国の検査

保安検査： 事業者の保安規定遵守状況を国が確認する検査

定期安全管理審査： 事業者の定期事業者検査の実施体制を国が確認する審査

（定期事業者検査： 設備の技術基準適合性を事業者が確認する検査）

保安検査
（保安院）
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①保全の有効性の評価の結果
②保全活動管理指標の次サイクルの目標値
③点検計画、補修、取替及び改造計画
④プラント停止時の安全管理
⑤定期事業者検査における判定方法
⑥プラントを長期停止させる際に策定する特別な保全計画
・長期停止する設備の健全性評価に関する計画
・長期停止する設備の保管方法等に関する計画
・再起動後の健全性確認方法に関する計画

保全計画に記載を要求する事項（定期検査ごとに届出）

保守管理の方法に関する保安規定の記載項目（国が認可）

 保守管理の実施方針及び保守管理目標
 保全対象範囲の策定
 保全重要度の設定
 保全活動管理指標の設定、監視計画の策定及び監視
など１２項目

※下線は新設又は充実された項目
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4 実施体制・記録管理等についても概要を記載

（補修工事等の計画は「補修、取替え及び改造計画」に記載）

「長期停止に伴う追加措置」の内容

① 長期停止する構築物，系統及び機器の保管方法

（乾燥保管，真空保管，満水保管，循環運転など）

② 長期停止中に運転状態にある機器や保管状態で

劣化が想定される機器への追加的な点検方法

「特別な保全計画」の記載事項

・対象とする機器又は系統名

（健全性確認では、影響が考えられる

範囲を対象とする）

・実施内容

点検の具体的方法、評価方法

及び管理基準
（最終的には技術基準適合性確認）

・点検の実施時期

地震・事故等

の発生による

長期停止

原因究明
被害状況
の確認

プラント
起動前・後健全性確認

通常の
保全計
画へ

「特別な保全計画」を策定・実施

（機器の状態、点検等の進捗に応じて順次策定・実施）

対策
検討

対策
実施

長期停止に伴う追加措置

健全性確認

新たな制度においては、地震等によりプラントが長期停止する場合、以下の内容を記載し
た特別な保全計画を国に提出し、国の事前確認を受けることが義務付けられています。
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